
1 

 

郵政民営化委員会（第291回）議事録 
 
日 時：令和７年11月27日（木）13:30～15:17 

場 所：郵政民営化委員会室（永田町合同庁舎３階）及びオンライン 

出席者：山内委員長、関口委員長代理、佐藤委員 

    日本郵政株式会社 加藤代表執行役副社長、浅井専務執行役、竹村経営企画部長 

日本郵便株式会社 田中常務執行役員、長谷川常務執行役員、松岡執行役員 

株式会社ゆうちょ銀行 植田執行役・営業統括部長、黒崎財務部長 

株式会社かんぽ生命保険 宮澤専務執行役、岩田執行役 

 

○山内委員長 それでは、ただいまより「郵政民営化委員会」第291回を開催いたします。 

 本日の出席状況ですが、委員５名中３名の出席ということになっておりますので、これ

は定足数を満たしております。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めてまいりたいと思います。 

 まず「日本郵政グループの2026年３月期第２四半期決算等について」であります。日本

郵政グループ各社より御説明いただきまして、その後、質疑ということでお願いしたいと

思います。 

 それでは、大体、全体で30分程度で御説明をよろしくお願いいたします。 

○黒崎財務部長 ゆうちょ銀行の黒崎と申します。よろしくお願いします。 

 それでは、資料291-1-2を使用しまして、ゆうちょ銀行の今期中間決算の概要について御

説明させていただきたいと思います。 

 ２ページを御覧いただければと思います。 

 ２ページは損益の状況でございますが、親会社株主に帰属する中間純利益は2,403億円

と、前年同期比175億円の増益となりました。 

 増益の主な要因としましては、表の２行目です。外債投資信託からの収益、また、国債

利息の増加等によって資金利益が増加したものです。９行目、連結業務純益は第１四半期

決算では前年同期比減少となっておりましたが、今回は改善して増加に転じております。

10行目、臨時損益は、プライベートエクイティファンド等からの収益が増加したのですけ

れども、株式のリスク調整オペレーションに伴う売却益減少によって、前年同期比減少し

ております。通期業績予想が4,700億円に対して対進捗率が51.1％、堅調に推移しており、

通期業績予想及び配当予想はこのまま据え置いております。 

 それでは、３ページを御覧いただければと思います。 

 ３ページは資金利益・利鞘の推移でございますが、資金利益は、前年同期比1,109億円増

加の5,635億円となりまして、資金粗利鞘は0.48％に改善しております。 

 右上の表の２行目、資金運用収益は、国内金利上昇に伴う国債、日銀預け金からの利息

収入の増加基調が継続しているほか、先ほど申し上げました外債投資信託からの収益が増

加したこと等によって2,032億円の増加となりました。一番下の資金調達費用は、外貨調達

コストは減少したものの、貯金金利を引き上げておりますので、貯金利息の増加を主因に
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923億円の増加となっております。 

 ４ページを御覧いただければと思います。 

 こちらは役務取引等利益の状況ですが、前年同期比52億円増加の833億円となりました。 

 右上の表に内訳をお示ししております。為替・決済関連手数料が前年同期比51億円増加

しております。また、お客様の利用が伸びた結果と認識しております。ＡＴＭ関連手数料

及び投信関連手数料はおおむね横ばいとなっております。 

 それでは、５ページを御覧いただければと思います。 

 ５ページ、営業経費の推移ですが、全体で前年同期比119億円の増加となっております。 

 人件費はおおむね横ばいです。物件費については、郵政管理・支援機構への拠出金の増

加、また、システム経費の増加等によって前年同期比144億円の増加となっております。税

金については、昨年度から印紙税の納付方法を見直した影響もありまして前年同期比26億

円の減少となっております。 

 ６ページを御覧いただければと思います。 

 ６ページはバランスシートの状況でございますが、左表の一番上に記載しておりますけ

れども、総資産232.8兆円と、前年度末比で0.6兆円の減少となっております。 

 貯金残高については、後ほど御説明させていただきます。 

 ７ページを御覧いただければと思います。 

 資産運用の状況でございますが、９月末のトータル運用資産残高は229.9兆円となって

おります。 

 表の２行目、国債は40.5兆円、運用資産に占める割合は17.6％となっております。国内

金利上昇を受けて、引き続き、10年債を中心に新規投資を行っており、相当の、２年短期

債では満期償還はあったものの、残高としては前年度末比と比較して若干増加しておりま

す。４行目、外国証券等は87.8兆円となりまして、運用資産に占める割合は38.2％となっ

ております。こちらも適切なリスク管理の下、慎重に国際分散投資を進めております。９

行目、貸出金は政府向けの貸出金増加を主因に前年度末比1.4兆円程度増加しております。

10行目の預け金等は大宗を日銀預け金が占めておりまして、足元では減少しております。 

 それでは、８ページを御覧いただければと思います。 

 ８ページは評価損益の状況ですが、一番下、表の12行目です。その他目的の評価損益で、

国内金利が上昇基調にあるものの、クレジット・スプレッド縮小を受けて外債投資信託の

評価益が増加したことによって前年度末比で言うと3,476億円改善しております。 

 ９ページを御覧いただければと思います。 

 こちらは自己資本比率の状況でございますが、連結自己資本比率は15.67％で、こちらは

国内基準行の規制水準が４％以上となっておりますが、この比較で言うと、引き続き高い

水準を維持しております。 

 それでは、貯金残高の説明に移ります。 

○植田執行役 それでは、資料291-1-3を御覧いただけますでしょうか。2025年度第２四半
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期の貯金残高について御説明させていただきます。 

 めくっていただいて、１ページ目を御覧ください。 

 個人貯金等でございますけれども、下の表のＡの部分を御覧いただきまして、2025年３

月末対比で1.5兆円減少の184.5兆円となってございます。また、内訳を御覧いただきます

と、Ｂの流動性貯金につきましては、定期性からの振替預入資金の滞留等はございますが、

払戻額の増加等により減少ということでございます。Ｃの定期性貯金につきましては減少

傾向が続いているということでございます。 

 続きまして、２ページ目を御覧ください。 

 こちらは、各業態の個人預貯金残高の増減率の推移でございます。当行はグリーンの折

れ線でございまして、当行は前年対比でマイナスとなっております。引き続き、低位で推

移しているということでございます。 

 続いて、３ページ、４ページは参考ということでございます。 

 ３ページが「家計の金融資産」に占める当行の貯金の割合、４ページが家計部門の「預

金」に占める当行の貯金の割合でございますが、いずれも大きな変化はございません。限

度額改定による他の金融機関さんからの資金シフトというものは発生していないと考えて

おるところでございます。 

 私からは以上になります。 

○宮澤専務執行役 続きまして、かんぽ生命保険の宮澤より御説明いたします。資料291-

1-4になります。 

 １ページ目を御覧ください。 

 今年度は一時払終身保険の予定利率を標準利率以下に設定したということで、標準責任

準備金の積立負担が減少したことと、それから、運用環境の好転等によりまして順ざやが

増加したということで、中間純利益は938億円と大きく増加してございます。中間決算とし

ては、単体、連結とも民営化後で過去最高益ということですけれども、利益の上振れ要因

としては、営業業績が低調だったということで、事業費の減少が影響していることもあっ

て、営業の進展が課題と捉えております。株主還元の原資となる修正利益の新契約の初年

度の標準責任準備金の積立負担とのれん償却による影響を調整したものですけれども、950

億円ということで、107億円の増加となってございます。 

 上半期の利益の上振れを受けまして、2026年３月期の業績予想の修正を行ってございま

す。株主還元の原資となる修正利益につきましては200億円程度の上方修正を行いまして

1,620億円、同時に、450億円を上限とした自己株式取得を実施するということを表明して

ございます。 

 続きまして、新契約件数ですけれども、一時払終身保険の販売減少などの影響によりま

して、今年度の新契約は24万8,000件ということで、昨年度からほぼ半減してございます。

引き続き、営業活動の活性化などに取り組みまして、お客様のニーズに沿った御提案を通

じまして、まずは新区分における早期の底打ち反転を目指していくということでございま
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す。 

 続きまして、３ページ目を御覧ください。 

 これは単体ベースの基礎利益、経常利益の前年同期からの変動要因を示したものでござ

いますが、基礎利益は2,266億円ということで、1,104億円の増加、ほぼ倍に増えてござい

ます。内訳は、保険関係損益で432億円増加の914億円、順ざやで672億円増加の1,352億円

となってございます。保険関係損益につきましては、標準責任準備金の積増負担が今年度

はほぼなかったということと、募集手数料が減少したことで事業費等が減少したことが主

な増益の要因となってございます。順ざやの増加は、株式とオルタナティブ資産からの配

当の増加によるものでございます。 

 キャピタル損益につきましては、売却損益等、ネットで314億円のマイナスとなってござ

います。昨年度は外国債券の売却益を計上しておりましたけれども、今年度は主に金利上

昇局面で円建ての社債、それから、国債を売却して銘柄入替えを行ったということで売却

損を計上したことによるものでございます。 

 以上の結果、経常利益は1,859億円ということで、189億円の増加となってございます。 

 特別損益には、価格変動準備金の繰入れ・戻入れが該当いたしますけれども、当社はキ

ャピタル損益を価格変動準備金で相殺する会計方針を取っておりまして、今期はキャピタ

ル損が生じておりますので、戻入れとなっているということでございます。 

 結果、単体の当期純利益は960億円ということで、327億円の増加となってございます。 

 続きまして、資料の７ページ目まで飛んでいただけますでしょうか。 

 資産運用の状況となります。左のグラフで資産構成の推移を示しておりますが、総資産

は前年度末から微減の58兆9,000億円となってございます。株式や外国債券などの収益追

求資産は12兆1,000億円ということで、占率でいきますと20.6％と、残高、占率とも前年度

末から増加してございます。 

 右側に収益追求資産の内訳を記載しておりますけれども、投資額を増やしたのは国内外

の株式、それから、外国債券、オルタナティブでは不動産ファンドや海外のインフラエク

イティとなってございます。 

 続いて、８ページ目を御覧ください。 

 左のグラフは資産側の利子利回り、あと、負債側の平均予定利率、順ざやの推移を示し

たものでございますが、利子利回りは総資産が減少する中、収益追求資産の収益貢献によ

りまして上昇しまして、2.17％となってございます。オルタナティブ資産からの収益貢献

はもうしばらく続くと見ておりまして、順ざやの拡大は見込んでございます。 

 続きまして、９ページ目を御覧ください。 

 有価証券の時価情報となります。金利の上昇に伴いまして、満期保有目的債券の含み損

は２兆988億円ということと、あと、責任準備金対応債券につきましても8,700億円の含み

損となってございます。責任準備金対応債券につきましては、含み損率が50％を超える銘

柄はございませんので、減損対象はありませんでした。 
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 あと、時価評価されるその他有価証券につきましては、国内株式の時価の上昇によりま

して２兆9,000億円の含み益となってございます。 

 続いて、10ページ目を御覧ください。 

 事業費等の状況となります。事業費は2,024億円となっています。日本郵便に支払う委託

手数料は140億円減少の450億円となってございます。新契約が減少しているということと、

保有契約の減少に伴いまして維持・集金手数料が減少したということと、あと、デジタル

化によりまして窓口で取り扱う件数も減っているということも背景にございます。事業費

全体では156億円減少の2,392億円となってございます。 

 最後、14ページ目まで飛んでいただけますでしょうか。 

 こちらは業績予想の修正でございますが、中間期の上振れ分がほぼ年間予想に反映され

る形になってございまして、当期純利益は1,590億円、修正利益で1,620億円を見込んでご

ざいます。 

 業績予想の前提として、経済前提は９月末の水準、それから、新契約の件数につきまし

ては年間で上期実績の２倍程度、下半期も上期と同様の新契約件数を見込んでございます。 

 説明は以上となります。 

○田中常務執行役員 続きまして、私、日本郵便の田中から日本郵便の決算の状況につき

まして説明申し上げます。資料につきましては、遡って恐縮でございますけれども、資料

291-1-1、グループ全体の決算説明資料の一部を用いまして、各セグメントと会社の全体の

概要につきまして説明申し上げます。 

 資料につきましては、何枚かめくっていただきまして、８ページ目まで進んでいただけ

ますでしょうか。 

 こちらのページから、郵便・物流事業以下、各セグメントの状況について説明申し上げ

ます。見ていただいております郵便・物流事業でございますけれども、右上のほうに郵便

物、また、荷物の取扱数量を積み上げグラフで記載しております。郵便物につきましては、

デジタル化の進展に加えまして、料金改定の影響もございまして、7.1％の減少でございま

した。荷物につきましては、ゆうメールにつきましてはマイナスでございますけれども、

ゆうパケット、ゆうパックにつきましてはプラスのほうに増加しているということでござ

いまして、荷物全体ではマイナス0.3％ということでございましたので、全体では、荷物に

関しましてはおおむね前期並みという状況だと理解しております。 

 左のほうに、営業損益を滝図で要因を分析しているところでございます。昨年度、前期

は営業損益947億円と大きな赤字でございまして、こちらは収益と費用の変動のほうを滝

図でプロットしているところでございます。増収につきましては、第１四半期決算の際に

申し上げたと思いますけれども、ＪＰトナミグループの連結の影響が半分程度影響してお

りまして、下のほうに吹き出しで814億円ということが、この分が増収の要因になっており

ます。そのほか、料金の改定の影響もございまして、全体では1,766億円の増収でございま

した。 
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 右のほうの費用でございますけれども、こちらは収益と違いまして、トナミ社の連結の

影響はそれぞれに分散して計上しておりますので、内訳は記載しておりませんけれども、

人件費、集配運送委託費、また、その他、いずれも増加しているということでございまし

て、営業損益に対してはマイナスの方向に、押し下げている方向に働いております。その

結果、営業損益につきましては、一番右端でございますけれども、255億円ということで、

赤字を連続で計上しているという状況でございます。 

 これは郵便・物流事業でございまして、次のページの郵便局窓口事業でございますが、

９ページでございます。 

 右のほうに収益構造の推移といたしまして、営業収益の内訳をプロットしております。

一番大きく影響しておりますのが、先ほどのかんぽ生命からも説明ございましたけれども、

保険手数料の減少が一番大きな変動要因としております。そのほか、銀行手数料につきま

しても連続して減少傾向は継続しております。一方、郵便局ネットワーク維持交付金につ

きましては、必要不可欠な費用の配分方法の見直しがありましたので、こちらは日本郵便

におきましては増収要因にはなっております。 

 左のほうに、営業損益につきまして同様に滝図でプロットしておりまして、郵便手数料

は若干のプラスでございましたけれども、受託手数料全体ではマイナス、交付金はプラス

になりましたけれども、押し戻すまでには至りませんでして、この２つを合わせてもまだ

マイナスにはなっているという状況でございます。その他の収益は大きく増えております

が、下のほうに吹き出しで記載しておりますけれども、グループ内のシステム子会社がご

ざいまして、こちらは収益と費用、両方に影響しておりますけれども、こちらの受託収益

が増えたということでございまして、子会社のシステム収入が47億円のプラス。一方で経

費、右のほうでございますけれども、費用も同様には増えておりますけれども、こちらが

変動要因になっております。人件費がマイナスのほうに振れておりますのは、正社員・従

業員の数が減少したということも一定程度影響しております。一番右端の営業損益につき

ましては減少しておりますけれども、利益は確保しているという状況でございました。こ

れが９ページ、郵便局窓口事業の概要でございます。 

 10ページは国際物流事業で、こちらはトール社の損益の業績の模様でございます。 

 右上が、こちらは営業収益ではなくて、同様に営業損益、ＥＢＩＴベースで記載してお

ります。ロジスティクス事業につきましては、政府関係ですとか国防関係の収益が増えた

ということでございまして、増益になっております。一方、フォワーディング事業につき

ましては、上のほうに文章で記載しておりますけれども、海上運賃の下落ですとか取扱数

量の減少もありまして、こちらは金額としては小さいのでございますけれども、赤字に転

じているということでございます。 

 左のほうの営業損益（ＥＢＩＴ）の増減分析につきましては、フォワーディング事業が

大きく振れておりますのが、収益と費用は連動性がございますので、結果的には、営業損

益（ＥＢＩＴ）につきましては、おおむね前期並みということでございました。全体では
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黒字を確保しているという状況でございます。 

 11ページは、不動産事業セグメントの概要でございます。 

 こちらは、日本郵便の不動産事業にとどまらず、日本郵政の傘下にございます不動産事

業の子会社を含めたグループ全体の計数でございますので、後ほど日本郵政から説明を申

し上げたいと思っております。 

 12ページは、日本郵便（連結）決算の概要でございます。 

 こちらは、左のほうに税引き後、純損益の増減分析を同様に滝図で記載しております。

郵便・物流事業につきましては赤字でございましたけれども、営業損益は昨年度からは大

きく改善はしておりますので、ここは昨年度の683億円のマイナスから押し上げる要因に

はなっておりますが、一方で郵便局窓口事業は、黒字は確保しつつも、大きく減益してお

りますので、これは押し下げる方向に働いております。その他のところが大きく振れてお

りますけれども、営業外収益とか営業外費用は、例えば当社の増資のところの株式の交付

金ですとかといったものがここに入っているというものでございます。登録免許税などの

費用でございます 

 結果的に、一番右でございますけれども、中間純損益は赤字でございまして、引き続き、

厳しい状況が継続しているということでございます。 

 以上を振り返りまして、郵便・物流事業、また、会社全体につきましては、今年５月に

公表いたしました通期業績予想を下方修正しておりますが、こちらにつきましても日本郵

政から併せて説明申し上げたいと思っております。 

 私からは以上でございます。 

○浅井専務執行役 それでは、続きまして、日本郵政の浅井から、まず、不動産セグメン

トの御説明をした後、グループ連結の業績、それから、業績予想の御説明をいたします。

資料は同じ資料の、１ページお戻りいただきまして、11ページ目を御覧ください。 

 右下の表でございます。まず、営業収益につきましては、一番右側にございますように、

前年同期比で43億円、約９％の減収ということでございます。内訳は、その下にあります

ように、賃貸は54億円のプラス、約２割の増ということで、こちらはいわゆる私どもの５

大物件の大阪、それから、麻布台がオフィスを中心に稼働率が上昇しているということを

踏まえまして増収になっております。一方で、その下、分譲のところが103億円、約58％減

ということでございますが、こちらは御案内のとおり、麻布台は去年は分譲戸数が多かっ

たのに対して、今期は予定どおりではございますけれども、分譲戸数が大幅に減ったとい

うことの影響でございます。 

 一方、その下の営業費用につきましても56億円、約15％減っておりますが、これは特に

麻布台の昨年の分譲に伴う販売原価が今年は剝落しているということで、営業費用も減っ

ております。その結果、営業利益につきましては、当中間期は113億円ということで、前年

同期比12億円、約12％の増益ということで、不動産セグメントとしては減収増益というこ

とでございます。 
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 それでは、お手数ですが、一番前の１ページ目までお戻りいただけますでしょうか。 

 ただいまのゆうちょ銀行、かんぽ生命、それから、各セグメントの御説明を踏まえたグ

ループ連結の業績ということでございます。概要ということで、この表の２行目、経常利

益、中ほどを御覧ください。全体では当中間期5,216億円、前年同期比582億円、12.6％の、

こちらは増益ということでございます。 

 他方、その下の中間純利益につきましては1,425億円ということで、対前年では30億円、

約2.2％の増益ということでございます。第１クオーターが70億円の減益ということでご

ざいましたので、第２クオーターに入って増益に転じているということでございます。全

体の増減につきましては後ほど御説明いたします。 

 それから、右側に、今年５月に公表した当初の業績予想との対比での中間進捗率をお示

ししております。経常利益では51.1％、中間純利益では37.5％ということで、この中間純

利益のところ等につきまして業績予想を修正するということでございます。 

 それでは、すみません。また飛びまして、４ページ目を御覧ください。 

 今、御説明した計数に関しての全体の鳥瞰図を滝図にしてお示ししたものでございます。

一番左側が昨年の中間期1,394億円の中間純利益に対しまして、その右側の点線枠囲いに

あります６つのセグメント等ですけれども、御覧いただきまして、郵便・物流で約700億円

弱の増。それから、右側の金融二社で合わせて約500億円弱の増。したがいまして、この３

つで合わせて1,200億円押し上げているということでございますが、左から２つ目の郵便

局窓口と、それから、この点線の一番右側にございますその他経常損益は、吹き出しにあ

りますように、昨年度から持分法適用をしておりますアフラック社が昨年のラップと比べ

ますと421億円減っているということもございまして、この２つで約600億円強の減益要因

になっている。したがいまして、トータルでは、点線の上にありますように、経常利益が

582億円のプラスということでございます。 

 それから、枠囲いの右側ですけれども、右から２つ目、非支配株主損益は当社以外の株

主様、特にゆうちょ銀行、かんぽ生命の当社の持分以外の株主様に帰属する損益、それか

ら、今年３月にゆうちょ銀行の株式を追加売出ししましたので、さらに当社の持分が減っ

ているということもございまして、この非支配株主損益が609億円に拡大しているという

ことでございます。 

 以上をもちまして、一番右側にございますように、当中間期では1,425億円、対前年中間

期30億円の増益ということでございます。 

 中間期はこういう状況でございますが、今、御説明ございましたように、かんぽ生命、

それから、日本郵便の状況を踏まえて、次の５ページ目を御覧ください。 

 グループ全体の通期業績予想の修正ということでございます。上の表にありますけれど

も、一番下のところの生保業セグメント。これは、かんぽ生命のところは先ほど御説明の

あったとおりですが、上から２行目、郵便・物流セグメントにつきましては、当初の予想

が営業損益290億円というふうに公表しておりましたが、今回、足元の状況、それから、先々
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の見通しを踏まえまして、530億円引き下げて、通期の予想をマイナス240億円ということ

で下方修正をさせていただくということでございます。 

 これを受けまして、その上にグループ連結でございますけれども、経常利益、当期純利

益につきましては、それぞれ各600億円ずつ引き下げまして、今回、経常利益が9,600億円、

当期純利益は3,200億円ということで、いずれも下方修正をさせていただくということで

ございます。 

 ちなみに、この表の下のところに（参考）とありますが、日本郵便の会社としての業績

予想につきましては、そこにお示しのとおり、一番右側の当期純利益ですと、当初は460億

円というふうに公表しておりましたが、450億円に引き下げまして、当期純利益を10億円と

いうようなことで公表しております。 

 それから、その下、３行目にありますけれども、先ほど触れましたアフラックにつきま

しては、これは海外のフェア・ディスクロージャー・ルールもございまして、アフラック

自体は通期業績予想を出しておりませんで、当社が通期業績予想を出す上で独自に算出し

ておりますが、当初、見通しを510億円というふうに見込んでおりましたが、足元のラップ

等を踏まえまして、ここについては160億円減少するというような見込みで今回の業績予

想修正をしているということでございます。 

 それから、一番下段の配当につきましては、今般の足元の状況、それから、今後の見通

しを踏まえまして、中間配当を25円、期末配当を25円、通期で50円の安定配当を維持する

というようなことで公表をしている次第でございます。 

 私からの御説明は以上でございます。 

○山内委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、これから質疑に入りたいと思います。御説明いただきました内容について、

御意見、御質問があれば御発言願いますが、どなたかいらっしゃいますか。 

 佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤委員 御説明ありがとうございました。 

 それでは、郵政全体の業績についてなのですけれども、下方修正ということで、何が一

番マイナスに利いたかということですが物流がものすごく増減が大きかったということな

のですが、これはどうしてこんなに予想と修正、今回の結果で違ってきたのかという点。 

 あとは、今回は中間なので半年の間で、例えばクロスセルの問題であったりとか、不正

な点呼の問題とか、いろいろ出てきていたと思うのですが、それが例えば資料291-1-1の５

ページ目で、どこに影響が出てきているのかというところを教えていただきたいと思いま

す。 

○松岡執行役員 すみません。日本郵便の松岡のほうからお答えいたします。 

 まず、こちらの影響でございますけれども、おっしゃるとおり、これは主にといいます

か、基本的に郵便・物流のほうで下方修正しているといったことでございます。その原因

というところで言うと、一番大きなものはゆうパックの収益の減といったところかなと思
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ってございます。 

 この理由でございますけれども、当然、市場全体が相当量縮小しているということもあ

るのですけれども、やはり大きいのは点呼の問題かなと思っています。点呼の問題という

ことで大きくは２つございまして、一つは点呼のところで、コスト面でございますけれど

も、委託費の増であったり、それから、それ自体にかかってくる人件費みたいなところで、

対応にかかるという部分でも点呼の関係で費用が増えているというものも一点ございます。 

 もう一点は営業なのですけれども、当初、営業に見込んでいたみたいなものに関して、

増のための営業というよりは、どちらかと言えば点呼の関係で、今いるお客様に対してつ

なぎ止めるみたいなところの営業に傾けざるを得なかったみたいなところがございまして、

新規の獲得というところでなかなか営業に振れなかったみたいなものもございまして、こ

れは間接的ということでございますけれども、やはり点呼の影響ということが言えるので

はないか。このように思っています。 

 したがって、この部分に関しては総じて費用面でも収益面でも点呼の影響がかなり大き

かったのかなということと、あとは市場全体が見通しよりも伸び率が少し縮小してきてい

る。こういったところの影響かなというふうに思ってございます。 

 以上です。 

○佐藤委員 続いてなのですが、例えばクロスセルの問題で、郵便局窓口事業セグメント

などのところにも影響がやはり少し出ているのかということもお聞きしたいのです。 

○松岡執行役員 ありがとうございます。 

 おっしゃるとおり、来局誘致を停止しています。このことによる影響というものは当然

ございますが、これは若干、当然、月々で見たときには影響が出ているというのは事実で

ございますけれども、この点だけをもって下方修正するほどの数字にはならなかったとい

うところで言うと、やはり大きかったのは、先ほど申し上げたとおり、郵便・物流の分野

かと、このように思っているところでございます。 

 ただ、やはり窓口のほうも影響は毎月出ているというのは事実でございますので、この

点、しっかり見極めながら、今、この体制の中でできることというものはしっかり模索し

ていきたい。このように考えているところでございます。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

 あと、もう一点なのですけれども、やはりアフラックの落ち込みです。去年はプラスだ

ったと思うのですけれども、今回はマイナスになってきて、業績をマイナスのほうに押し

下げているというふうに４ページなどは見えるのですが、これはいつまで、このマイナス

が続くのかなというものを見込みとしてお聞きしたいのです。 

○浅井専務執行役 お答えいたします。 

 具体的な計数をお示ししたほうがよろしいと思うのですけれども、第２クオーターまで

オープンになっているのは６ページ目でございますけれども、まず、中間同士で比べます

と、６ページ目の上にありますように、昨年度がアフラックの第１クオーター、第２クオ
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ーターの合計が円ベースで453億円。それに対して足元は31億円ということで、421億円も

落ち込んでいるわけなのですけれども、もともと昨年の第３クオーターをアフラックで見

ますと、昨年の第３クオーターは逆にマイナスになっているので、第１クオーター、第２

クオーターは好調で、第３クオーターがかなり減速しています。 

 それに対して、今年は第１クオーター、第２クオーターが、そこにありますように、31

億円に対して、アフラックの第３クオーターは既に11月４日に、彼らは米国で早いですの

で、暦年なので、第３クオーターは既に出ておりまして、それでいきますと、かなり押し

返している。ざくっと計算しても200億円ぐらい利益が出ていますので、それを踏まえまし

て、先ほど申し上げたように、年度見込みでは160億円ぐらいの減少でとどめているといい

ますか、第２クオーターまで420億円までへこんでいたのですけれども、第３クオーター、

それから、第４クオーターも昨年並みといいますか、これまでのラップを刻むであろうと

いう前提の下に、通期では160億円ほどの減少で見込んでいるといったような状況でござ

います。 

 ただ、これはマーケットの状況にもよりますので、アフラックが今期あまり調子がよく

ないというものは、やはりデリバティブとか、そういったマーケット環境の収益のところ

が昨年ほどは出ていないということらしいので、その辺りはこの先のマーケット状況次第

でございますけれども、現時点の判断・認識はそういうことでございます。 

○佐藤委員 ありがとうございました。 

 私からは以上になります。 

○山内委員長 どうぞ。 

○関口委員長代理 資料291-1-1の８ページのところで、先ほど御紹介があったところな

のですけれども、この集配に係る委託費の増がたしか年間65億円と伺ったような気がする

のですけれども、大体、これは半分程度の影響だと考えていいのでしょうか。 

 点呼問題です。トラックの５年間使えない処分があって、それが主要因としてコスト増

になっていると思うのですけれども、その影響は、今回は中間決算なので、大体、年額の

半分程度の影響だというふうに考えてよろしいでしょうか。 

○松岡執行役員 そうです。今回、影響はそれぞれ出ておりまして、今、トラックは65億

円、これは通期で出ていくということで前回説明さしあげたかと思いますので、おおむね、

その程度ということでございまして、これに加えて、請負のほうでも数字が出ているとい

うところでございまして、全体で若干、100億円弱ぐらい委託費の増というものがございま

すので、これは100億円弱ぐらいのところが今回出てくるということで、それを踏まえての

下方修正というところではございますので、委託費はどちらかというと、委託費の増より

は収益の減のほうが強く利いての今回の下方修正ということで御承知おきいただければと

思います。 

○関口委員長代理 ありがとうございました。 

○山内委員長 ほかによろしいですか。 
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 ありがとうございました。 

 私からですけれども、やはり日本の国内金利の上昇が全体的に利いてきているというこ

とが出てきていて、これから金利も上がっていく可能性があると思うのですが、その辺に

ついては、いちいち国債も増やしたりなどしていたから影響が出るのかと思うのですけれ

ども、その辺の詳細について御意見をいただければと思います。 

○浅井専務執行役 では、ゆうちょとかんぽ、それぞれのほうから御回答を。 

○黒崎財務部長 ありがとうございます。 

 国債については、今回、資産運用の状況を御覧いただければと思いますけれども、こち

らは国債については前年度末比で2,163億円増加しております。 

○山内委員長 すみません。何ページを見ていますか。 

○黒崎財務部長 ７ページです。 

○山内委員長 ゆうちょの７ページですね。 

○黒崎財務部長 資料291-1-2でございますけれども、７ページに資産運用の状況を記載

しておりますけれども、国債は２行目です。2,163億円で、これは前年度末比から増えてい

ます。 

 この内訳は、これは若干増えているように見えるのですが、基本的に４月から９月の間

に10年債、長期物を積極的に購入しておりまして、逆に短期物の２年債というものは償還

を迎えた関係で減っている。ネットで言うと2,163億円増加なのですけれども、積極的に長

期物とかを購入していますので、その効果は今後出てくると思っております。 

○山内委員長 ありがとうございます。 

○宮澤専務執行役 かんぽ生命です。 

 資料291-1-4ですけれども、有価証券の含み損益の状況は９ページに御説明したとおり

ですけれども、含み損が生じているのはほとんど満期保有目的債券が多いかなと思います

ので、売らない限りは実現しないということで捉えていただければいいと思います。 

 説明を省略しましたけれども、12ページ目にＥＶの状況というものがございまして、右

側のほうに新契約価値、それから、新契約マージンと書いていますけれども、特に新契約

価値は昨年が377億円、今年度上期が364億円ということで、販売量は半減したのですけれ

ども、新契約価値自体はそんなに減っていない。その下に書いてあるのは新契約マージン

で、これは新契約価値を収入保険料の原価で割ったものでございまして、これは数値が高

ければ高いほど収益性が高いということなのですけれども、ここは３％から６％に上がっ

ていまして、ここも金利上昇の効果が出ておりますので、生命保険会社にとっては金利の

上昇のほうが非常に追い風ということで捉えていただければと思います。 

○山内委員長 ありがとうございます。 

 それからもう一つ、アフラックの収益が結構変動しているという話があって、その辺の

ことについて何かコメントございますか。 

 アフラックからの収益が変動しているという話があるでしょう。それについて、例えば
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前年同期と比べてもかなり落ちているわけですけれども、その点についてコメントありま

すか。 

○浅井専務執行役 先ほど触れさせていただきましたように、基本的には運用のところの

収益の影響がかなりボラタイルだということで、昨年度と比べますとデリバティブの関係

の金利収入、収支とか、それから、運用の収益のところが大幅に落ち込んでいるというも

のが一応、公開資料上はそういうような形になっております。基本的にはやはり金利収益

のところだけです。 

○山内委員長 どうぞ。 

○佐藤委員 先ほど御説明いただいて、私もよく分からないのですけれども、去年と今年

はアメリカ市場とか株式市場は、そんなに市場環境は悪くないのにデリバティブとかをや

っているからあまり変わらないかなと思ったりするのですけれども、何か危ないですね。

ボラタイルだなと思います。 

○浅井専務執行役 途中ですみません。 

 ここは私どもも、10Ｑとか８Ｑとか、出ている資料以上のことというものは、逆に言う

と、彼らも公開している情報以外は、私どもも、こう言ったらおかしいですけれども、持

分法の親会社なのですけれども、個別の事情というものは均等の情報しか出しませんので、

詳しい情報というものは分からないのですが、ただ、出ている情報で読みますと、やはり

市場収益のところがぶれている。多少推測の域を脱しないのですけれども、去年も１Ｑ、

２Ｑがめちゃくちゃよくて、３Ｑがマイナスになっていて、今年は１Ｑ、２Ｑが悪くて、

３Ｑがかなり巻き返しているという意味でいくと、マーケットのところの、ある程度、裁

量もあって、そういうことをしている部分もあるのかなという気はします。 

 これはあくまでも推測ですけれども、かなり去年と逆の形になっているので、それから、

ポートフォリオのそういう組み方をしているのです。 

○佐藤委員 そういう時期的なものかもしれないということですね。 

○浅井専務執行役 はい。 

○佐藤委員 今、おっしゃったように、これは結構大きく影響しますので、例えばもう少

し株を買い増しして、内部情報を入れられるようにするとかという戦略みたいなものは考

えられないのですか。ブラックボックスみたいなものが、これだけで400億ぐらい動くとい

うのは大きくないですか。 

 どうでしょうか。 

○浅井専務執行役 いや、これもアフラックのオペレーションなので何とも言えないので

すけれども、過去５年分ぐらいとかを見ていますと結局、通期ではある程度きっちりラッ

プを刻んでいるといいますか、ある程度増収増益で、彼らは配当だけで言いますと、たし

か今年まで43年連続増配なので、確実に収益を積み上げて配当もしていますし、自己株取

得もある程度合わせて還元しているということなので、オペレーションの裁量がどこまで

あるのかということではありますので。 
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○佐藤委員 それは何かお聞きできるような立場にはないのですか。 

○浅井専務執行役 こればかりは本当にフェア・ディスクロージャー・ルールを頑なに弁

護士に言われていますので、内部統制のところについても言われていて、日本はＪ-ＳＯＸ

でやっていて、彼らは持分法適用も対象になるのですけれども、結局、彼らのＵＳ-ＳＯＸ

に依拠して内部統制がきちんとできているだろう。たまたま、彼らもＫＰＭＧで、我々も

あずさなので、グローバルファームとしては同じなのです。それに依拠してやっていると

いうことですから、全くガバナンスをやっていないということではございませんけれども、

弁護士と弁護士とを協議させてどこまでができるのかということです。 

 ちなみにですけれども、あまりこれは申し上げてもしようがないのですけれども、アフ

ラックの円ベースだと、100万ドルだから、すみません。去年が通期で54億ドルぐらいで、

その前が46億ドル、その前が44億ドル、その前が43億ドル、その前が47億ドルというふう

に、確実に通期ではほぼラップを刻んできていますので、ただ、クオーターで見ると凸凹

がやはりあるときがありますので、そこは彼らのオペレーションの裁量のところで、ある

程度、全体を見通してやっているのかなというふうに推察されるということです。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

○山内委員長ほかにありますか。 

 どうぞ。 

○佐藤委員 では、まだ時間があるのであればもう一点、本当にちょっとした疑問なので

すけれども、ゆうちょ銀行の先ほどの資料の７ページの資産運用のところで貸出金が非常

に増えている。これが政府向けの貸出しということだったのですが、これは邪推かもしれ

ないのですけれども、トランプ大統領の話と何か関係あるのですか。 

○黒崎財務部長 トランプ大統領の話とは全く関係なくて、特別会計で政府が、例えば交

付税特会とかエネルギー特会といったものですけれども、これは入札制度なので、我々が

自由に融資できるわけではないのですけれども、そのレート、ターゲットレートに見合え

ばそこは買っていくということです。 

○山内委員長 エネ特なども入っているのですか。 

○黒崎財務部長 はい。入っています。 

○佐藤委員 これから、その先、トランプ大統領に幾らか消えますね。どこかからか幾ら

か、ＪＢＩＣとか政策投資銀行だかが貸し出しするとかメディアでは言ってますね。 

○黒崎財務部長 ＤＢＪですか。 

○佐藤委員 そうです。 

○黒崎財務部長 ちょっと我々のほうでは分かりません。 

○佐藤委員 分かりました。 

○山内委員長 ほかにいかがですか。 

 何かありますか。よろしいですか。 

○藤野局長 はい。 
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○山内委員長 ありがとうございました。 

（日本郵政グループ退室） 

（日本郵政株式会社入室） 

○山内委員長 それでは、続きまして「次期中期経営計画の基本的な考え方について」、

日本郵政から15分程度で御説明をいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○加藤代表執行役副社長 日本郵政の加藤です。日頃、大変お世話になっております。そ

れでは、11月14日に公表しました次期中期経営計画の骨子につきまして簡単に説明させて

いただきます。 

 この骨子ですけれども、現行の中期経営計画が2025年度まででございまして、26年度か

ら３年間を対象とする次期中期経営計画の策定途中でございますが、その策定に際して、

人口減少とかデジタル化の進展など、当社グループの経緯、この10年から15年間の将来を

見据えて大きな影響を与える事項を考察しまして、その課題解決に向けた現時点での主要

な取組を取りまとめたものでございます。 

 では、３ページ目を御覧ください。 

 当社グループの直近、点呼業務不備とか、依然として現場の実態把握が不足している、

あるいは法令違反等を未然に防止することが徹底できていないということで、信頼を損な

う状況が続いていることに鑑みまして、やはりこの中期経営計画でもコンプライアンス・

ガバナンス強化を経営の最重要事項として位置づけておりまして、経営理念の原点であり

ますお客様本位の理念に立ち返って、再発防止策を徹底していくことを記載しております。 

 これは既に当局向けの報告書とかにも記載しているものでございますけれども、何点か

ポイントだけ説明させていただきますと、左の法令等遵守に向けた環境整備・ルールのと

ころですけれども、法令違反等を抜本的に防ぐシステム環境の整備ということで、こちら

は12ページを御覧ください。 

 御案内のとおり、点呼不備問題への解決としてはデジタル点呼導入を進めておりまして、

11月末で８割ぐらいの局にも既に導入しております。また、非公開金融情報の不適切利用

の関係ではお客様からグループでの共同利用の同意をいただく仕組みをつくっておりまし

て、それをグループ共通の顧客基盤、グループ顧客基盤と呼んでおりますけれども、そこ

で名寄せをして、データベース化をして、フロントラインに同意が取れた情報のみを、契

約情報等を利用できるような形を初めてつくっております。 

 ７月ぐらいからゆうちょの通知アプリや、あるいはかんぽのマイページといったデジタ

ル手段での取得を、お客様にポップアップを出して、それから、同意をお願いするという

ものを進めておりまして、ストックも含めて、既に700万件超のお客様から同意をいただい

ておりまして、かなりのビッグデータが名寄せされた形で利用できるようになっておりま

すので、これはもちろん、クロスセルといいますか、クロスセルにきちんと法令遵守の形

で使うということはもちろんですけれども、グループでの共通サービスの活用にも資する
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ものと考えております。 

 それでは、すみません。戻っていただきまして、４ページ、５ページです。 

 こちらは、先ほど言いました、今後10年から15年後のメガトレンドを分析したものでご

ざいまして、委員の皆様の御案内のとおりでございますが、５ページ目に、特にこの外部

環境変化が当社グループに与える影響を考察しております。 

 特に大きな影響が出ると思っておりますのが、やはり人口減少、それから、デジタル化

によります郵便物数の減少が加速するということでございます。 

 こちらも、すみません。13ページで、参考のほうを御覧いただければと思います。 

 郵便物数のほうでございますけれども、2001年度をピークに、御案内のとおり、足元で

既に半減以下という形で、2025年度は117億通となっておりますが、2040年度、15年後には

これがさらに４割から５割減という形で、50億～60億通になるということだと見込んでお

りまして、かなりポーションが小さくなる中でのオペレーション、それから、収益の見通

しを立てていくということになります。 

 こうしたことというものは非常に大きな影響を与えるというふうに考えておりまして、

これをどう維持していくか、あるいは打ち返していくかということが大きな課題だと考え

ております。 

 それでは、６ページ目を御覧いただけますでしょうか。 

 こうした課題を踏まえまして、当社グループが長期的に目指す方向性として、その図に

ありますように、これは概念ですけれども、生活サポート、総合金融、それから、総合物

流という３つのプラットフォームを共創プラットフォームの具体的な進化として進めてい

くという姿を打ち出しております。 

 これによって、こうしたプラットフォームの強化、それから、プラットフォームのシナ

ジー効果などを出していくことによって、例えば人口減少が深刻化する地方部においても、

有人拠点としての郵便局の特性を生かした、地域インフラとして多様な機能を担っていく

ということを目指していきたいと考えております。加えまして、下のほうの不動産事業に

ついては、成長の柱として、さらに成長していくということをうたっておるところでござ

います。 

 次のページをお願いいたします。７ページ目です。 

 こうした長期の姿を踏まえて、次期中計の対象期間であります３年間の、郵便局ネット

ワークを核とした主要戦略を５点まとめております。１つ目は、総合物流プラットフォー

ムとありましたけれども、toＢとtoＣの物流を一体で運営できるような総合物流企業へ転

換していくということでございまして、コントラクト事業など、企業間物流の分野にも展

開し、今までは基本的には郵便、それから、荷物もラストワンマイル領域が中心でござい

ましたけれども、事業領域を拡大する。そのためには、Ｍ＆Ａや他社との業務提携といっ

た手法が必要となってきますので、それらを活用して新たな事業領域へ参入することによ

って、一気通貫での物流サプライチェーンを確立して、そこのメリットを出していきたい
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ということでございます。そうした観点から、先ほどの郵便の話はどうしても減少すると

いうこともありましたので、やはり郵便事業と荷物・物流事業との事業特性というものが

大きく異なってきますので、今、事業セグメントは１つで管理しておりますが、これを分

離して、それぞれの事業セグメントとして経営管理の高度化等を図っていくということを

この中計期間中には実現したいということでございます。 

 ラストワンマイルについても、当然ながら、今、いろいろ競争領域で宅配業者とかと競

っておりますので、受取・差出利便性のサービス向上や価格戦略を柔軟化していくという

こともございますが、やはり昨今、コストの増加によって収益が圧迫されているという面

が大きゅうございますので、約3,000あります集配拠点の集約化による集配のネットワー

クの効率化と、特に都市部などでは、それによって空いた土地を不動産事業へ転用するこ

とを加速する。それから、省力化投資による人員削減やコスト削減というものを徹底する

ための組織の体制も整えていくということでございます。 

 これもイメージまでですけれども、15ページをお願いいたします。 

 集配拠点の再編の方向性を図示したものでございますけれども、都市部ではもちろん、

区分局とかの上流工程はさらに集中処理化をするわけですけれども、好立地にある局も銀

座とか高輪とか赤坂とか、まだまだいろいろございます。こうしたところの集配機能はど

こかに集約することもありますが、あるいは足伸びがするところは、右側にありますけれ

ども、デポみたいな小さい集配拠点、ビルの１階とかをお借りするようなイメージの、そ

うしたところをつくって、足伸びを防止して、その代わり、今の大きな集配局を集約して、

不動産とかにも活用できるように空けていくことをやっていくということです。 

 地方部はなかなか、不動産開発というよりは、集配よりは広域化するという形で、機能

を集約して、車両による広域配達でありますし、地方においての他社からの荷物受託など

も行って収益を拡大していくというような、かつ地域のニーズに応じて集配効率化を図っ

ていくことを進めていきたいということでございます。 

 すみません。また戻っていただいて、７ページです。 

 不動産も、また後ろの図が出てきますが、端的に言うと、今、ストックの賃貸事業を中

心にやっているところから、分譲フロー、それから、回転型のように、既存施設をファン

ドとかに売却して、一旦、資金回収をして、それによって土地の含み益とかも出ますし、

子会社としては不動産系のアセットマネジメント会社をつくって、アセットマネジメント

フィーやプロパティーマネジメントフィーなども取っていくというような形で事業領域を

拡大することで、総合ディベロッパーとして将来的に、これは３年というよりはもう少し

時間がかかりますけれども、営業利益を500億円程度上げることによってトップ10入りを

目指していきたいということでございます。 

 郵便局は窓口のですけれども、もちろん、金融だけではなかなか厳しいものがあります

ので、自治体の受託事務を面的に広げていくということで、自治体との関係をここは強化

していく。その関係強化を活用して、地域のインフラもかなり劣化していくと見ておりま
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すので、エッセンシャルサービスであります交通支援とか買い物支援、それから、遠隔医

療など、こうしたサービスに郵便局の機能を活用していくことによってサービスを拡大す

る。こうしたところで少しでも、存在意義はもちろんですけれども、マネタイズをしてい

きたいということでございます。 

 ただ、全般的には需要の変化というものがございますので、お客様が少ないところにつ

いては半日休止とかによって柔軟な運営体制ということですが、つまり、蓄積していると

ころの人は集配、窓口でお客様がいなければ例えば集配のほうに人を持っていく、あるい

はこうした新しい地域サービスのほうに人を配置するといったようなことや、郵便局もフ

ルのサービスだけではなくて、中核局と一般局、あるいはリモート局や移動局など、機能

別にサービスを提供できるような形を整えることによって、全体としては最適配置として

生産性を向上していきたいということでございます。 

 総合金融のほうは、これはゆうちょ、かんぽ、それから、他社商品を含めて、人生100年

時代や大相続時代にふさわしい商品ラインナップを強化していきたいということでござい

ます。 

 ８ページ目です。 

 銀行業・生命保険業はそれぞれ資金運用を含めた戦略をつくって、我々と全体と整合性

のある戦略をつくっておりますので、ここではその分の一部だけでございますが、ゆうち

ょではデジタルペイメント事業という形で、ゆうちょアプリを2,500万件にとか、あるいは

ゆうちょは投信とか、あるいは他社からの委託によるアセットマネジメント事業について

拡大していくという方向を示しております。 

 保険、かんぽにつきましては、やはり保険業法改正を踏まえた顧客本位の募集管理体制

をしっかりつくっていくことを郵便局と一緒にやっていくことがメインとなりますが、商

品ラインナップの拡充や海外保険事業等、新しい収益を拡大していくということを挙げて

おります。 

 ９ページ目です。 

 人的資本経営、それから、ＤＸという２つ、横串のテーマを９ページで挙げております。

グループ全体で人的資本経営を考えていく上で、人口減少による社員の減少というものが

大きく影響しておりますので、ここは労働力確保に向けた柔軟な社員配置や外国人労働者

の採用、定年を超えた労働者確保というものをグループ全体で進めていくということでご

ざいます。 

 また、新しい人事制度も、今、労働組合と交渉を始めておりまして、どうしても職能給

的な要素がまだ残っております今の給与制度を、職務給、それから、よりインセンティブ

が働くような、株式報酬制度なども含めた検討を進めていきたいということでございます。 

 それから、10ページ目がＤＸです。 

 こちらも、人が減っていく中でやはりＤＸ手段で代替するということも重要ですし、生

産性の向上のためにも必須のものと考えておりますが、これは「目指す姿」にありますよ
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うに、デジタル技術だけではなくて、我々が保有している、先ほどグループ顧客基盤とか

でもためているデータも含めた、保有データによってさらなる魅力・価値創造をしていこ

うということでございます。 

 真ん中に「利便性の向上」のところにありますが、ゆうＩＤとゆうちょ、かんぽとのサ

ービスの連携はもちろんですけれども、事業全体のＣＲＭ基盤といいますか、顧客基盤が

かなりたまってきておりますので、郵便局に転居届を出す、ｅ転居で転居届を出せば、ゆ

うちょもかんぽもワンストップで住所変更や改氏名など、そういう手続というものは非常

にやりやすくなることを実現していきたいということでもございます。 

 さらに、各社でやっているサービスの組合せといいますか、相談的なサービスみたいな

ものもライフサイクルに応じて提供できていくということですので、終身保険と見守りサ

ービスといったような組合せも商品化していけるのではないかと考えておりますので、そ

うした司令塔としてグループサービス戦略室をこの１月から設置していきたいということ

でございまして、そのほか、アバター接客やＡＩ活用というものも積極的に効率化のため

に使っていきたいということで、その基盤がかなり充実してきていることを示したもので

ございます。 

 最後です。 

 株主還元や資本政策については、今後、５月の最終版において2028年度の利益目標等で

数字を示していくので、それを踏まえた形となりますけれども、東証等の要請にあります

資本コストや株価を意識した経営に向けて、自己資本の株主コストを上回るＲＯＥの向上

や充実した株主還元というものを進めていくことを記載しているものでございます。 

 以上が骨子となりますけれども、中間決算で御説明をさせていただいていると思います

けれども、物価等の上昇によりまして当社グループはかなり厳しい経営状況にあるという

ことですので、先ほど言いましたように、長期的な視野に立って、対症療法ではなく、長

期的に必要な改革にいち早く着手することが重要だと考えておりまして、そのための基本

方針となる次期中計につきましては、この骨子の内容をより具体化して、解像度を高めて、

利益目標などのＫＰＩも併せて来年５月に公表する予定としておりますので、引き続き御

指導方よろしくお願い申し上げます。 

 説明は以上でございます。 

○山内委員長 ありがとうございました。 

 それでは、御説明いただきました中期経営計画の主要施策について、御質問、御意見あ

れば御発言願いますが、いかがでしょうか。 

 どうぞ。 

○佐藤委員 どうも、御説明ありがとうございました。 

 中計の２ページ目ですけれども、グループ経営理念のところのインデックスでコンプラ

イアンス・ガバナンスの強化が１番で、２番で成長戦略、３番で経営基盤の強化等々並ん

でいるのですけれども、この経営理念で、これから中計で一番重要視しているというもの
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はこの中のどれに当たりますか。 

○加藤代表執行役副社長 皆さん、ステークホルダーの方々によって見方も違うところが

ございますけれども、やはり全ての基盤はコンプライアンス・ガバナンス、お客様の信頼

があってこそだと思っておりますので、今の状況から鑑みると、我々は１番を、これは従

来からやってきていることではございますけれども、今度こそ徹底を図るということをベ

ースにやはり成長を図っていくということとなると思っております。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

○山内委員長 そのほか、いかがですか。 

 どうぞ。 

○関口委員長代理 どうもありがとうございました。 

 参考６）というところで郵便局ネットワークの生産性向上というものが、７ページのブ

レークダウンのイメージ図があるのですけれども、既にこういったことについて少しずつ

やっていらっしゃって、その拡大バージョンだというふうに思うのですけれども、例えば

移動郵便局の買い物支援というものは具体的にどのようなイメージをお持ちなのでしょう

か。 

○加藤代表執行役副社長 今、我々が提供している移動郵便局というものは、基本的には

災害地域とか、ああいうところに郵便とＣＴＭなどを積んで金融機能も提供するというも

のが基本なのですけれども、日常的にこういう固定ではなくて移動、固定を一定程度代替

するための移動郵便局を提供する場合に、やはり郵便、貯金、保険だけではもったいない

といいますか、お客様のニーズにもっと合う物品とか生活用品といったものも一緒に取扱

いができるような形にすることがより地域の利便の向上に役立つであろうという形で、そ

ういう形ができないか。 

 固定では、今、郵便局の中にはコンビニさんと連携して、そこに食料品とかを置いてい

る局もございますけれども、移動の形でもそういう形ができないかというようなことを考

えていきたいということでございます。既に生協さんとかも移動での食料販売とかをやら

れていて、やはり地域によってはスーパーとかがなくなってくる場所ではかなりニーズが

高いといいますか、喜ばれているという面がございますので、そうしたことを郵便局など

では考えられないかということを検討したところでございます。 

○関口委員長代理 ありがとうございます。 

 今、高齢化が進んでいて、郵便局は残念ながら、あまり駐車場が充実した郵便局は少な

いのですね。 

○加藤代表執行役副社長 地方では一部あります。 

○関口委員長代理 スペースのあるところは別として。 

○加藤代表執行役副社長 おっしゃるように、そこまでのものはないかもしれません。 

○関口委員長代理 それで、既に車を手放してしまった方にとっても、お金を引き出すの

にタクシーで郵便局に行くということもお伺いするわけで、そうすると、移動郵便局にＡ
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ＴＭを積んで、食材も積んで、全部ワンストップでできるようなことができると随分、サ

ービスとしては水準が上がるような気がするのですけれども、そういったことがもう少し

現実味を帯びてくるとユーザー利便性は高まるかなというふうには思っているのです。 

○加藤代表執行役副社長 ありがとうございます。 

 ニーズはあると思いますので、ビジネスとして成り立つような、どういう設計ができる

かというものをこの具体化の中でも進めていきたいと思っております。 

○関口委員長代理 ちなみに郵便局は、都市部はまだいいのだけれども、過疎地に行くと

コンビニもないところが多いので、そういう点では移動郵便局で食材を積んでいくとかと

いうこともすごく喜ばれるような気がするのですけれども、一方で都市部で、例えば多角

化の一環としてコンビニを買ってしまうみたいな発想というものはないのでしょうか。 

 例えば、ローソンはＫＤＤＩが買ってしまいましたね。ああいう多角化の一環の中で顧

客基盤を広げるという意味で、そういったコンビニのような業態に出資をするようなアイ

デアというものはお持ちでしょうか。ちょっととっぴな発想ですけれども。 

○加藤代表執行役副社長 今、具体的にそういう構想は持っておりませんで、どちらかと

いうと業務提携ベースで、ローソンさんとはもちろんですけれども、ファミリーマートさ

んとも業務提携という形で、コンビニ商品を郵便局で、ないところとかは商品を置かせて

いただくとか、無人店舗とか、そういう形でのトライアルはやっておりますので、まずは

業務提携の中で進めていきたい。 

 なかなかコンビニさんも、商社を含め、国際的な資本の取り合いみたいなところもあり

ますので、そこにすぐ、今、資本ベースでも参加するということは考えていませんで、業

務提携を中心にまだやっていきたいと思っております。 

○関口委員長代理 ありがとうございました。 

○山内委員長 よろしいですか。 

 どうぞ。 

○佐藤委員 もう一つですけれども、この７ページのところで、次期中計３年間の主要戦

略についてですが、これは前の中計との違いなどありますか。あるいはここには国際的な

事業に対する記載がないので、次期中計３年間にはあまり国際事業に関しては注力しない

ということでいいのでしょうか。 

○加藤代表執行役副社長 後段の御質問ですけれども、口頭では御説明しましたが、総合

物流というものはやはり国際、特にトール社を活用した、国内も含めた一気通貫の事業も

含めて、これを何とか伸ばしていきたい。あるいはロジスティードは一部資本を入れたわ

けですけれども、彼らも国際をやっておりますので、トール社との相乗効果、シナジーも

含めた国際面での総合物流は一つの課題、領域として、より収益が上がるような取組を進

めていきたいと考えておりますので、当然、国際面も物流面では見ております。 

 一方、全体として今の中計との違いという意味では当然、延長線上にあると思っていま

して、物流・荷物中心へといったのは、前回の現中計でも成長領域としては、物流・荷物
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領域と不動産という成長領域を特定してリソース投入をするということをうたっておりま

したので、それに伴って、トナミでありますとかロジスティードといったものや不動産の

ほうに資金を充てているわけなので、大きな面では延長線にあるというふうに認識してお

りますが、やはり今回はより人口減少とか、我々は労働集約的な事業でありますので、そ

の辺りの影響をもう少し長期的に見て、集配拠点の再編とか、そうしたことを、効率化面

を強く出しているというところは違いで、そうせざるを得ないところもありますので、そ

うしたところは現中計よりもまさに進んだ検討をやろうというふうな考えでおります。 

○佐藤委員 ありがとうございました。 

○山内委員長 よろしいですか。 

 ありがとうございます。 

 私、いろいろ気がついたことがあるのですけれども、さっきのスーパーの話は、もしや

るとすれば多分、全国ベースの、ローソンはもともと商事を持っていて、提携されていて、

郵便も受け付けたりとかをやっていますね。ああいうのもあるのだけれども、多分、物販

でやるとすれば、セイコーマートというものが北海道にありますけれども、あそこは北海

道を中心に本州に出てきているのですけれども、多分、過疎地だとか、そういう話だと、

ああいう地域系のスーパーとか、そういうものと提携されるのもすごく効率的ではないか

というふうに思うし、場合によったら買ってもいいのか分からないけれども、そういうこ

とかなと思ったりします。それは単純な意見です。 

○加藤代表執行役副社長 ありがとうございます。 

○山内委員長 これはやはり去年値上げされたけれども赤字になって、それから、いろい

ろ点呼問題とかもあったけれども、それは現行法の貨物自動車運送事業法に合わせてみた

いな話だから個人的には大した問題ではないと思っていて、だけれども、さっきおっしゃ

ったように、13ページで、相当な勢いで郵便物の減少が見込まれる中で、ある意味ではも

のすごく、今、転機になる時期だと思うのです。これから将来、日本郵便をどうするかと

いう、大げさに言うと、方向性をかじ取りする時期で、この次期中計でそれを全部という

ことではないのですけれども、こちらの方向でやるのだとか、そういう話の時期に来てい

るのではないかという認識をどこかで出したほうがいいのかなと思っていますということ

です。 

 それで、この７ページのところで総合物流ということで、さっきもお話しになりました

けれども、toＢ、toＣということで、それを一体的に総合物流で、この間のロジスティー

ドの買収もあったし、それとＪＰロジスティクスをうまく合わせて、それから、さらには

海外をつなげていく。トール社の話もあるし、それと、ある意味では一方ではクロネコヤ

マトとか、そういうところと競合するようなtoＣのネットワークみたいな、一体的にやっ

て総合物流。そういうイメージという理解でよろしいのですか。 

○加藤代表執行役副社長 はい。イメージとしてはそうなのですけれども、おっしゃるよ

うに、委員長御案内のとおり、それなりにノウハウも違う面がございますので、いかにシ
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ナジーを出せるかということはよく個々の業務提携とか子会社との間で詰めていく必要が

あると思っていまして、今、そこをかなり精力的にやっております。 

○山内委員長 ドイツでは、ドイツポストがＤＨＬを買って、同じように総合的にやると

いうものが多分狙いだったと思うのです。ただ、逆に、ＤＨＬを買ったのはドイツポスト

だったけれども、今、運営しているのは全部ＤＨＬで、郵便をそれに乗せるような形で維

持しているということで多分、ようやくできると思うのですよ。 

 まず、一つの大きな分岐点と申し上げたのは、郵便というものはこれから半分も減って

いく中で、もちろん、日本の郵便法があって、それを維持しなければいけない。そのため

にどうするかというのはあるのですけれども、やるならＤＨＬ方式もないことはないなと

いうふうには思いますけれども、多分、今の体制から言うと、そこに一気に行くというの

は無理なのだろうなと思うので、そのために何をどういうふうにするかということを、そ

の根っこといいますか、方向性といいますか、それを今度の中計で出されるのがいいのか

なとすごく思ったりします。 

 それで私は、共創プラットフォームというものがあって、それを具体化するのだという、

６ページでしたか。 

○加藤代表執行役副社長 はい。６ページです。 

○山内委員長 口幅ったいですが、昔、今の中計をつくる起草委員会みたいなものを私は

やっていて、それで、この共創プラットフォームという言葉自体は野村総研の人と一緒に

作ったというふうに自負しているのですけれども、それをこういうふうに具体化すると非

常にすんなりくるし、腹落ちをする感じがあるのですけれども、それぞれのところでどう

いうふうにこれを総合化するかというところにもう一つポイントがあるのかなと思ってい

ます。 

 一つは、今の７ページの総合物流のところがそうでしょう。それから、ラストワンマイ

ルの話とか生活サポートとか、こういったところをどういうふうにシンクロさせるかだと

思うのですよ。特にラストワンマイルのところというものは、物流自体がこれをどういう

ふうにサービスを維持するかという議論を、これは国土交通省ですけれども、そういうと

ころで始まっていて、そういうものの、逆に言うと、うまくコラボするといいますか、そ

の中で郵便局の郵便事業の役割というものはすごくあると思うし、逆にこの場合には、そ

れによって事業に対する、事業をマネタイズできる面もあるのではないかと思ったりする

ので、そういう形でやっていくのか。 

 それと、生活サポートの面はいろいろな地域の、さっきの買い物の話がそうですし、そ

れから、遠隔診療の話も我々は勉強させていただけるものすごく重要なことがまだあって、

それは地域行政とのコラボだけではなくて、そういう新たに地域のニーズをこの郵便局で

支えるということもかなりできるのではないかと思うけれども、ただ、この場合はどうや

ってマネタイズするかですから、そういうところを具体的にお示しされると我々としても

非常にすばらしく、納得できるのではないかなというふうに思ったりしますが、なかなか
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難しい。 

 ただ、地域の話は、これは事業としてどうするだけの話ではなくて、地域のそれこそ生

活をサポート、生活を支えるとか、あるいは過疎地自体を支えるという意味があるので、

そういった社会的な価値をどういうふうに日本郵便の事業として社会に認めていただいて、

それに対するフォローといいますか、それを引き出すことなのかなとかはもちろん思うわ

けですけれども、そんな感じを持っていますというものが感想です。 

○加藤代表執行役副社長 ありがとうございます。 

○山内委員長 最初の総合物流に転換していくというのはなかなか難しい。逆に言うと、

今、物流の世界はそれこそロジスティードみたいに企業物流をやっていて、３ＰＬみたい

なものが中心で、そういうセグメントで事業しているのはそれぞれ専門業者ですね。それ

から、普通に運んでいるトロンみたいなものとか、あるいはtoＣに特化している事業とか、

分割していって、一番得意なところをやっているという姿なので、日本通運さんみたいな

ところがある意味ではもっと総合的なのだけれども、なかなか難しい。それをどういうふ

うにやっていくのかなというので、非常に大変だなと思って。 

○加藤代表執行役副社長 おっしゃるとおりです。特にネットワーク自体が基本的には

我々はtoＣのネットワークなので、それもどちらかというと、郵便ですよ。だから、２輪

が中心で、そこから、おっしゃられるような物流、あと、企業間も含めた物流のネットワ

ークにどう変えていくのかというものをオンゴーイングで、一応、郵便もやりつつ変えて

いくというのは相当、知恵とノウハウが要るとは思っておりまして、その辺りが、だから、

郵便がどんどん減っていく中で、これが持続可能性問題が出てくるのは、一部書いていま

すけれども、これもまた事実なので、やはりそこの最適解を見つけられるよう、どうやっ

て最終的には荷物・物流のネットワークに郵便を少し一緒に、料金が上がって、高い郵便

を配送するみたいな、このときのネットワークはどういうものがいいのかということから

抜本的に変えていく。そのステップをしっかり考えないといけないと思っております。 

○山内委員長 もう一つだけ、私、この職に就いたときにはトール社というものに非常に

興味があって、実は個人的に日本の結構有名な物産とか商事とかを呼んできて、国際物流

をどうやって構築するのがいいのかというものを彼らに聞いたことがある。それは、物流

の研究所の人に最初聞いたらば、それは研究所でやる仕事ではなくて、実際に商売をして

いる商社さんなどがどういうふうにネットワークをつくっているかということを聞いたほ

うがいいですと言うので、聞いたことがあるのです。 

 それで結論的に言うと、彼らに言わせると、どうぞ、国際物流ネットワークを使ってく

ださいというのではほとんど意味がなくて、何をどこに運ぶのかから始まるというのです

よ。今回、トール社さんも、オーストラリアの軍事関係のあれでつくられたようだけれど

も、例えば、日本のものをどこに、どういうふうに運ぶのか。それは商社さんが一番よく

知っているのだけれども、彼らみたいなところがどういうふうにネットワークを使うのか

という具体的なところから積み上げないとなかなか国際ネットワークはできないというふ
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うにおっしゃって、そのとおりだなと思ったのです。 

 その意味では、最初、これも一回、御社に聞いたことがあるのだけれども、やはりオー

ストラリアの資源系を日本に運んでくるとかという、ある意味での実物の需要を見ながら

トール社ということを考えたとおっしゃっていたけれども、残念ながら、それはうまくい

かなかったわけだけれども、そういうものを考えないといけないのかなと思ったりはした

りしていますけれども、これも感想です。 

○加藤代表執行役副社長 荷主のほうのニーズはしっかり見ながらネットワークをつくら

ないといけないというのはおっしゃるとおりだと思いますし、逆に日本の自衛隊のものな

ども海外のどこかへ行くときに運べたりすると非常に相乗効果が出るかなと思っておりま

す。 

○山内委員長 自衛隊のものを運ぶといろいろ出てしまうかも分からないけれども、何を

どこに運ぶかというのは、コアの部分というものをつくられて、そういうものをこの計画

の中に盛り込んでいくとかなりリアリティーが出るのではないかなというふうに思います

よ。 

○加藤代表執行役副社長 ありがとうございます。 

○山内委員長 どうぞ。 

○藤野局長 すみません。３つだけ。 

 一つは、先ほどの佐藤先生に関係するのですけれども、最初の目次のところで幾つかあ

る項目で、コンプライアンス・ガバナンスの強化というところが、今、非常に重点がある

というお話だったのですけれども、ブランドイメージの毀損みたいなものもあるし、収入

にも影響しているので、収益にも影響しているので、私はこれが一番重要というのは非常

によく分かる気がするので、それはそれで私はいいと思うのですけれども、人によっては

もっと２番のほうを強調してほしかったなという人などもいたりするのですが、これは今

回は骨子ですけれども、これから５月でしたか。全体になるときもこういう構成になるわ

けですか。 

○加藤代表執行役副社長 いや、そこはまだ決めていません。処分状況もだんだん終了し

ていくと見ていますので、その辺りの時期の世の中の受け止め方などを見て決めたらいい

と思っていまして、これがそのままなるとは思っていません。 

○藤野局長 分かりました。 

 あと、２つ目が、13ページのところで、郵便の物数がだんだん、大分減っているという

ことなのですけれども、物流に非常に力点を置いていくにしても、郵便というサービスは

なくせないサービスもあるので、これがほかの足を引っ張るのもよくないと思うのですけ

れども、どこかで底を打つのではないかとか、あるいは底を打たせようとか、何かそうい

うものは、この中計なのか、別のところか、分からないですけれども、何か出していくと

いうふうなものはないのかなと思うのですけれども、それが２つ目。 

 ３つ目もついでに先に言ってしまいますと、不動産ですけれども、どこのページか分か
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らなくなってしまいましたけれども、外の不動産も扱っていくというものがありましたね。

７ページですか。グループ外から用地を仕入れる。これまであまりなかったといいますか、

あまり力を入れていくのも結構難しいところなのかなと思ったのですけれども、こういう

ところからやっていこうとか、何かイメージがあるのか。どういう感じなのかなというも

のをお答えいただきたいと思います。 

○加藤代表執行役副社長 郵便は独占事業なので、やはりニーズが落ちると落ちてくると

いうことだというふうには認識しているのですけれども、デジタル化とかでやって、ほか

の代替手段があると落ちてくるということだとは思っていますが、おっしゃるように、一

部はやはりサービス改善とかで落ちをなだらかにするなり、落ちる幅を小さくするという

ことはできる面はあるというような考えも割に持っていますので、郵便の分野も若干、荷

物により違う、レターパックとかは幾つか商品サービスを改善して上がっている分という

ものもございますし、そのほか、郵便の中でも通常のいわゆるはがきとか手紙というもの

はなかなか、それはそれ自体に付加価値がそれ以上はないので、難しいところはあります

けれども、通知サービスとか配達通知とか、そういうよりプラスアルファの価値をつけら

れるようなものはほかにもあると思いますので、そうした面とかを含めて、やはりサービ

ス改善でおっしゃるようなことを下げ止まり、下げを止めていくということはできる部分

があるので、そこは検討の対象に入っていますので、セットでもあるのですけれども、そ

れにもやっていく余地はあると考えています。 

 不動産ですけれども、今までもゼロではなくて、用地仕入れとかを、底地を買ったりと

かというようなものもやっておりますが、この辺、いろいろノウハウとかネットワークと

いいますか、不動産業界などのネットワークとかがだんだんたまってくると、いい物件な

どの情報なども非公式に入ってくるということもあるというふうに聞いていまして、そう

いう意味では郵政不動産も設立してからかなり期間も経過して、かつ人も中途採用とかプ

ロパーとかも含めて育ってきていますし、物件も結構やっているので、お声がかりという

ものも増えてきているというふうに聞いていますので、そうしたネットワークをより活用

して、業界の中で自分の不動産、こういう不動産以外の物件情報なりをしっかり収集して

いくことによって、こうした外のいいプロジェクトなどにも参画していこうというものが

今の考え方でして、今、トップなどもそういう、もともと三井不動産とかから来てもらっ

ている方が多いのですけれども、そうした方々のノウハウをしっかり活用していきたいと

いうことでございます。 

○山内委員長 今のお話は、ゆうちょ銀行の運用はかなり効率よくといいますか、成績が

いいではないですか。この間、年度初めに金融庁の方が来られて、そういう話をしていた

らば、ゆうちょ銀行の運用の方というものはかなりものすごく実績がある、テクニックが

ある方を結構引き抜かれていると聞きましたけれども、多分、不動産も同じことなのでは

ないかなと思うのですけれども、やはりそういう方向に向かうのですか。 

○加藤代表執行役副社長 郵政不動産を立ち上げて、その幹部とか、多くはそういうスキ
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ルのある、経験のある不動産ディベロッパーからほとんど採ってきているということで、

その方もかなり定着をしてきていますし、おっしゃるところは似ているところがございま

す。 

○山内委員長 どうもありがとうございます。 

 そろそろ時間ですので、すみません。 

○加藤代表執行役副社長 ありがとうございました。引き続きよろしくお願いいたします。 

○山内委員長 どうもありがとうございました。 

（日本郵政株式会社退室） 

（日本郵便株式会社入室） 

○山内委員長 それでは、続きまして「『郵便物の放棄・隠匿等に関する公表等について

（要請）』に対する総務省への報告について」、日本郵便から５分程度で御説明をいただ

きたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

○長谷川常務執行役員 日本郵便のコンプライアンスを担当しております長谷川と申しま

す。よろしくお願い申し上げます。本年９月の総務省からの行政指導を受けまして、10月

31日に日本郵便としての対応方針を総務省に報告するとともに、同日、過去の事案につい

ても公表を行いましたので、その内容につきまして御説明申し上げます。 

 今般、総務省からは３点の要請がございました。まず、資料291-3の「１．対応方針の概

要」の（１）にございますように、当社では郵便法第５章。この第５章というものは、拘

禁刑や罰金刑などの刑罰を定めた条文から成っている章でございます。この第５章の各条

に抵触した事案のうち、これまでは主に放棄・隠匿事案として、郵便法第77条に違反する

事案について公表してまいりましたが、これを今回の行政指導に基づき、第５章に抵触す

るものは、その都度、個別に公表いたすことといたしました。 

 それから、２段落目の「また」のところでございますが、例えば、空き家で配達途上と

思われる郵便物が発見されたような場合など、たとえ行為者が特定できなくとも、その事

象から、郵便法の第５章に抵触する事案である可能性が推認される場合には公表すること

といたしました。 

 さらに「加えて」のところですが、これは今回の行政指導の求めを超えた対応となりま

す。郵便法第５章違反の疑いが生じ、社内調査の結果、過失、すなわち、ミスにより発生

した事案と判断した場合であっても、当該年度分を取りまとめて、調査した件数として翌

年度公表いたすこととしたところでございます。 

 次に、２つ目の要請事項として、郵便物の紛失等が生じ、配達・返還の対応が困難な事

案については、利用者が当該事案について認識できるよう、原則として公表を行うことと

されている点についてです。こちらは（２）のとおり、公表することといたします。ここ

には、例えば、配達途上で雨に濡れて郵便物の配達先あるいは返還先さえも判別できなく

なった場合でありますとか、配達途上に強風により郵便物が飛ばされ回収が困難となった

場合などが想定されます。 
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 それから（２）の「また」の部分ですが、ここも行政指導の求めを超えた対応となりま

すが、取扱い上の過失で一時的に紛失したもので、おおむね100通程度となりますと、大体、

お客様への御連絡が１か月程度かかりますもので、この対応の時間も考慮して、公表する

対応を取ってまいることとしたところでございます。 

 続いて、３点目の要請事項として、取扱いについては、全国で統一的な判断基準による

対応を行うこととされております。この点につきましては、日本郵便本社において統一的

な認定・公表の判断をしてまいります。 

 また（４）その他の１つ目のところですが、今回の行政指導の対象はあくまでも郵便法

適用である郵便物が対象でございますが、弊社で取り扱っておりますゆうメール・タウン

プラスといった商品は、郵便物と一体的に取り扱って配達等を行っていること等から、不

適切な取扱いが生じた際には、今回の公表基準にのっとって公表することとしたところで

ございます。 

 以上が、行政指導に対する対応方針の概要となります。 

 続きまして「２．過去の非公表事案について」です。今回の行政指導の趣旨は、今後の

対応の改善を促すものとして、過去に遡って公表を求められているものではございません

が、郵便事業に対するお客様からの信頼確保及びお客様保護の観点から、過去事案につい

て公表することといたしました。過去事案の公表に関しては、先ほども御説明した対応方

針に基づく公表の考え方と同じ考え方で公表するものです。どこまで過去を遡るかにつき

ましては、社内の関係書類の保存期間が５年というところから、2020年度以降の65件につ

いて、この資料の別紙により公表しております。 

 ２段落目のところで、個別に謝罪の上、御説明申し上げているということでございます

けれども、一部、誤った取扱いにより郵便物等が残っておらず、個別に対応できなかった

事案もございます。 

 別紙でその点につきまして、具体的に申しますと、別紙をめくっていただきまして、別

紙の２ページに②とあります。それから、もう少しページをめくっていただきまして、５

ページに③というところがあります。これらにつきましては、お客様に個別に対応して、

差出人様の御意向によって、全て先様へのお届けまたは差出人様に返還をしております。 

 一方、戻っていただきまして、別紙の１ページの①。ここに２事案ございますが、この

２事案については個別対応ができなかった事案でございます。 

 今後、利用者目線に立った公表と業務運営に努めてまいりたいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

○山内委員長 ありがとうございました。 

 それでは、御説明の内容について、御意見、御質問を承りたいと思いますが、いかがで

ございましょう。 

 どうぞ。 

○佐藤委員 御説明、どうもありがとうございました。 
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 別紙のところの明確な法令違反とか、概要とか、いろいろなところを読ませていただき

ますと、これは悪意があってやったと思えないような事例もたくさんあって、大変なとこ

ろだなとは思います。 

 質問としては、１ページ目の（４）その他のところで、郵便法の適用対象ではないです

が、ゆうメールやタウンプラスについては、同じように上記（１）から（３）のように公

表するということなのですが、例えば荷物とかゆうメール、郵便ではないようなものに関

しても公表対象にはするのでしょうか。 

○長谷川常務執行役員 ここに書いてございませんが、ゆうパック、いわゆる荷物でござ

いますけれども、もともとは、これは他社さんも同様でございますけれども、法律、例え

ば貨物自動車運送事業法などで公表すべきとか、そういうことを定められているものでご

ざいませんで、ゆうパックでも、例えばヤマトの宅急便でも、お客様との契約であります

約款の中で、こういった場合にはお客様に遅滞なく通知する、お知らせするということだ

けを定めているのが現状でございますけれども、当社といたしましては、ゆうパックにつ

きましても、例えば社員による窃取などでお客様に御迷惑をおかけした場合には公表して

まいる考えでございます。 

○佐藤委員 ありがとうございました。 

○山内委員長 何かありますか。 

 どうぞ。 

○関口委員長代理 １週間ほど前にカラスが持っていってしまった案件のような結構大変

な事態もあるし、昨今の状況で言うと熊がやはり出てくる危険もあるしということで、配

達には随分御苦労があって、そういう中でユーザー利便性を高めるということで、法違反

でないものについても積極的にお出しになるというのは私はとてもいい方法だと思ってい

ますので、よろしくお願いします。 

○長谷川常務執行役員 ありがとうございます。 

○山内委員長 ほかにありますか。 

 私もこれはもちろんすばらしいことだと思うのですけれども、例えば、これは郵便の話

ですけれども、ゆうパックでこういうことが、さっきの約款と同じで、だから、ヤマトと

同じ扱いになると思うのですけれども、ただし、ヤマトも時々届かなかったとか、お聞き

したとき、ヤマトと言わず、そういう事業者さんもそういうことがあるわけですね。もち

ろん、報道されるのですけれども、例えば、ゆうパックで同じことがあって、ヤマトとの

比較で言うと、多分、報道のされ方は相当違うと思うのです。 

 日本郵便というものはそういうものなのですよ。だから、そこのところの違いをどうい

うふうに、ヤマト並みにしてくれというのは無理なのですけれども、逆にそれを前提とし

て行動があるということなのだろうなというふうに思っていまして、その辺のガバナンス

といいますか、そういったことをどういうふうにこれからつくり上げるのかなというふう

に思いますけれども、これは口で言うのは簡単だけれども、そんな簡単な話ではないと思
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うのです。 

 それで、私は一度、本社の大会で挨拶したことがあって、そのときに、最初のうちに、

民営化した直後に「愚直」という言葉を使われていたではないですか。あれはものすごく

いいキーワードだと思っていて、愚直にやりますというものは、ある意味では、この郵便

を含めたＢtoＣのサービス提供においてかなり重要ではないかというふうに思っていて、

それは対お客様向けもそうだし、それから、社内向けもそうだと思うので、そういうこと

の徹底なのかなというふうに、これはあくまでも感想なのです。 

 以上でございます。 

○長谷川常務執行役員 ありがとうございます。 

 荷物、郵便を問わず、お客様目線に立てば、求められる対応というものはおのずと決ま

ってまいると思いますので、自らに厳しく、そういった対応を会社全体で続けてまいりた

いというふうに考えております。 

○山内委員長 ありがとうございます。 

 そのほかに何かございますか。よろしゅうございますか。 

 ありがとうございました。 

 それでは、この議題については以上で終了させていただきます。どうもありがとうござ

いました。 

○長谷川常務執行役員 ありがとうございました。 

（日本郵便株式会社退室） 

○山内委員長 それでは、以上で本日の議題は終了となります。 

 事務局から何かございますでしょうか。 

○岡本次長 ありがとうございました。 

 次回の郵政民営化委員会の開催については、別途御連絡をさせていただきます。 

○山内委員長 ありがとうございました。 

 それでは、以上をもちまして、本日の「郵政民営化委員会」を閉会といたします。 

 なお、後ほど、私から記者会見を行うこととしております。 

 本日はどうもありがとうございました。 

 

以上 


